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(57)【要約】
【課題】　低コストで、クリップ取付部を厚くする必要
がなく、クリップを有する筆記体の製造が容易になる。
【解決手段】筆記具のクリップ取付構造は、クリップベ
ース１３の後端側に設けられ、軸筒１の側壁よりも外方
に突出するクリップ取付部２９と、クリップ１５と、ク
リップ１５を回動可能に支持する支軸部４１、クリップ
取付部２９に取り付けられるスライド部材側取付部４２
、及び、クリップ１５の軸筒１側の面と当接するクリッ
プ当接部４３を有する継手１４と、継手１４のスライド
部材側取付部４２が取り付けられた位置よりも後端側に
保持され、継手１４のクリップ当接部４３がクリップ１
５と接触する位置よりも後端側において、クリップ１５
の軸筒１側の面におけるクリップ１５との接触部を軸筒
１から離れる方向に付勢するクリップスプリング１６と
を備えている。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　軸筒内で前進および後退可能な筆記体の一部を構成し、前進または後退方向にスライド
することにより、筆記体本体を前進または後退させるスライド部材を備えた筆記具のクリ
ップ取付構造であって、
　前記スライド部材の後端側に設けられ、前記軸筒の側壁よりも外方に突出するクリップ
取付部と、
　前記クリップ取付部に取り付けられるクリップと、
　前記クリップを回動可能に支持する支軸部、前記クリップ取付部に取り付けられるスラ
イド部材側取付部、及び、前記クリップの前記軸筒側の面と当接するクリップ当接部を有
する継手と、
　前記継手の前記スライド部材側取付部が取り付けられた位置よりも後端側に保持され、
前記継手の前記クリップ当接部が前記クリップと接触する位置よりも後端側において、前
記クリップの軸筒側の面における前記クリップとの接触部を前記軸筒から離れる方向に付
勢する付勢部材と、
　を備えた筆記具のクリップ取付構造。
【請求項２】
　前記継手の前記スライド部材側取付部は、前記継手の前記支軸部よりも、軸方向におけ
る後端側に延びる第１の取付部突出部、及び、前記継手の前記支軸部よりも、軸方向にお
ける先端側に延びる第２の取付部突出部を有する、請求項１に記載された筆記具のクリッ
プ取付構造。
【請求項３】
　前記継手の前記クリップ当接部は、前記継手の前記支軸部よりも、軸方向における後端
側に延びる第１の当接部突出部、及び、前記継手の前記支軸部よりも、軸方向における先
端側に延びる第２の当接部突出部を有し、前記クリップの先端部分が前記軸筒に接触して
いる状態において、前記第１の当接部突出部の角部と前記クリップの軸筒側の面との間の
間隔が存在する、請求項１または２に記載された筆記具のクリップ取付構造。
【請求項４】
　前記継手の前記クリップ当接部は、前記継手の前記支軸部よりも、軸方向における後端
側に延びる第１の当接部突出部、及び、前記継手の前記支軸部よりも、軸方向における先
端側に延びる第２の当接部突出部を有し、前記クリップの先端部分が前記軸筒に接触して
いる状態において、前記第１の当接部突出部の角部と前記クリップの軸筒側の面との間の
間隔と、前記第２の当接部突出部の角部と前記クリップの軸筒側の面との間の間隔が存在
する、請求項１または２に記載された筆記具のクリップ取付構造。
【請求項５】
　前記継手の前記クリップ当接部は、前記継手の前記支軸部よりも、軸方向における後端
側に延びる第１の当接部突出部、及び、前記継手の前記支軸部よりも、軸方向における先
端側に延びる第２の当接部突出部を有し、前記クリップの先端部分が前記軸筒に接触して
いる状態において、前記第１の当接部突出部の角部と前記クリップの軸筒側の面との間の
間隔が、前記第２の当接部突出部の角部と前記クリップの軸筒側の面との間の間隔よりも
狭い、請求項１または２に記載された筆記具のクリップ取付構造。
【請求項６】
　前記クリップの先端部分を前記軸筒から離間させる操作が行われた際、前記クリップ当
接部の前記第１の当接部突出部の角部が、前記クリップの軸筒側の面に当接して、前記ク
リップの先端部分が前記軸筒から離間する範囲が制限される、請求項５に記載された筆記
具のクリップ取付構造。
【請求項７】
　前記クリップ取付部は、前記継手の前記支軸部が延びる方向と直行する断面において、
前記継手の前記スライド部材側取付部全体、及び、前記継手の前記支軸部の一部のみを嵌
合させ、前記継手の前記支軸部が延びる方向に貫通している貫通孔を備えている、請求項
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１～６の何れか１つに記載された筆記具のクリップ取付構造。
【請求項８】
　前記クリップ取付部が前記軸筒の側壁よりも外方に突出している状態において、前記継
手が前記クリップ取付部に取り付けられるものであり、前記付勢部材が前記クリップ取付
部に取り付けられるものであり、前記クリップが前記継手の支軸部に取り付けられるもの
である、請求項１～７の何れか１つに記載された筆記具のクリップ取付構造。
【請求項９】
　前記継手は、前記クリップ取付部に対し、前記継手の前記支軸部が延びる方向から取付
可能であり、前記付勢部材は、前記クリップ取付部に対し、前記付勢部材が前記クリップ
を付勢する方向と反対方向から取付可能であり、前記クリップの両側面の各々が、前記継
手の支軸部の両端部の各々に支持される、請求項８に記載された筆記具のクリップ取付構
造。
【請求項１０】
　前記筆記具は、軸筒内に複数の筆記体を備えた複合筆記具であり、前記複数の筆記体の
少なくとも１つが、前記クリップ取付部と、前記クリップと、前記継手と、前記付勢部材
とを備えている、請求項１に記載された筆記具のクリップ取付構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、筆記具のクリップ取付部にクリップを取り付けるための筆記具のクリップ取
付構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来のクリップ取付構造として、筆記体の端部に設けられるクリップベースに対してク
リップを金属片を介して揺動可能に軸支するものが提案されている（例えば、特許文献１
参照）。
【０００３】
　この金属片は、一端片をクリップに沿って設け、他端片をクリップベースに差し込むよ
うにＬ字状に形成されるものである。この金属片を用いることにより、プラスチック部材
では得られない強いバネ性をクリップに付与するようにしていた。
【特許文献１】特開２００７－２３００５３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、従来のクリップ取付構造では、金属片をＬ字状に形成する加工を要すると共に
、金属片の表面のめっき処理等のコストがかかっていた。
【０００５】
　また、金属片を、軸筒の窓孔から突出させたスライド部材の凸部に差し込むように取り
付けるため、組付工程上スライド部材の凸部の幅や支軸の径の大きさに制限が生じる。さ
らに、クリップ表面に金属片が露出するので、クリップ表面に印刷等を行うことが困難で
あった。
【０００６】
　さらにまた、軸筒の窓孔からスライド部材の凸部を突出させた状態で金属片を差し込む
ように取り付けるため、組付け作業が面倒であった。
【０００７】
　そこで、この発明は上述のような課題を解決するためになされたものであり、低コスト
で、クリップ取付部を厚くする必要がなく、製造が容易になる筆記具のクリップ取付構造
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
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　この発明に係る筆記具のクリップ取付構造は、軸筒内で前進および後退可能な筆記体の
一部を構成し、前進または後退方向にスライドすることにより、筆記体本体を前進または
後退させるスライド部材を備えた筆記具におけるクリップ取付構造であって、スライド部
材の後端側に設けられ、軸筒の側壁よりも外方に突出するクリップ取付部と、クリップ取
付部に取り付けられるクリップと、クリップを回動可能に支持する支軸部、クリップ取付
部に取り付けられるスライド部材側取付部、及び、クリップの軸筒側の面と当接するクリ
ップ当接部を有する継手と、継手のスライド部材側取付部が取り付けられた位置よりも後
端側に保持され、継手のクリップ当接部がクリップと接触する位置よりも後端側において
、クリップの軸筒側の面におけるクリップとの接触部を軸筒から離間する方向に付勢する
付勢部材と、を備えることを特徴とする。
　ここで、筆記体本体とは、筆記体のうちのスライド部材を除いたものをいう。
【０００９】
　請求項２記載の発明の筆記具のクリップ取付構造では、継手のスライド部材側取付部は
、継手の支軸部よりも、軸方向における後端側に延びる第１の取付部突出部、及び、継手
の支軸部よりも、軸方向における先端側に延びる第２の取付部突出部を有することを特徴
とする。
【００１０】
　請求項３記載の発明の筆記具のクリップ取付構造では、継手のクリップ当接部は、継手
の支軸部よりも、軸方向における後端側に延びる第１の当接部突出部、及び、継手の支軸
部よりも、軸方向における先端側に延びる第２の当接部突出部を有し、クリップの先端部
分が軸筒に接触している状態において、第１の当接部突出部の後端の角部とクリップの軸
筒側の面との間の間隔が存在することを特徴とする。
【００１１】
　請求項４記載の発明の筆記具のクリップ取付構造では、継手のクリップ当接部は、継手
の支軸部よりも、軸方向における後端側に延びる第１の当接部突出部、及び、継手の支軸
部よりも、軸方向における先端側に延びる第２の当接部突出部を有し、クリップの先端部
分が軸筒に接触している状態において、第１の当接部突出部の後端の角部とクリップの軸
筒側の面との間の間隔と、第２の当接部突出部の先端の角部とクリップの軸筒側の面との
間の間隔が存在することを特徴とする。
【００１２】
　請求項５記載の発明の筆記具のクリップ取付構造では、継手のクリップ当接部は、継手
の支軸部よりも、軸方向における後端側に延びる第１の当接部突出部、及び、継手の支軸
部よりも、軸方向における先端側に延びる第２の当接部突出部を有し、クリップの先端部
分が軸筒に接触している状態において、第１の当接部突出部の後端の角部とクリップの軸
筒側の面との間の間隔が、第２の当接部突出部の先端の角部とクリップの軸筒側の面との
間の間隔よりも狭いことを特徴とする。
【００１３】
　請求項６記載の発明の筆記具のクリップ取付構造では、クリップの先端部分を軸筒から
離間させる操作が行われた際、クリップ当接部の第１の当接部突出部の後端の角部が、ク
リップの軸筒側の面に当接して、クリップの先端部分が軸筒から離間する範囲が制限され
ることを特徴とする。
【００１４】
　請求項７記載の発明の筆記具のクリップ取付構造では、クリップ取付部は、継手の支軸
部が延びる方向と直行する断面において、継手のスライド部材側取付部全体、及び、継手
の支軸部の一部のみを嵌合させ、継手の支軸部が延びる方向に貫通している貫通孔を備え
ていることを特徴とする。
【００１５】
　請求項８記載の発明の筆記具のクリップ取付構造では、クリップ取付部が軸筒の側壁よ
りも外方に突出している状態において、継手がクリップ取付部に取り付けられるものであ
り、付勢部材がクリップ取付部に取り付けられるものであり、クリップが継手の支軸部に
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取り付けられるものであることを特徴とする。
【００１６】
　請求項９記載の発明の筆記具のクリップ取付構造では、継手は、クリップ取付部に対し
、継手の支軸部が延びる方向から取付可能であり、付勢部材は、クリップ取付部に対し、
付勢部材がクリップを付勢する方向と反対方向から取付可能であり、クリップの両側面の
各々が、継手の支軸部の両端部の各々に支持されることを特徴とする。
　請求項１０記載の発明の筆記具のクリップ取付構造では、筆記具は、軸筒内に複数の筆
記体を備えた複合筆記具であり、複数の筆記体の少なくとも１つが、クリップ取付部と、
クリップと、継手と、付勢部材とを備えていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　この発明の筆記具のクリップ取付構造によれば、簡単な構成を有する継手および付勢部
材を用いて、クリップを回動可能にクリップ取付部に取り付けたので、製造の簡略化、低
コスト化を図ることができる。また、継手のクリップ当接部をクリップの軸筒側の面に当
接させ、付勢部材によりクリップの軸筒側の面におけるクリップとの接触部を軸筒から離
れる方向に付勢することにより、クリップの先端を軸筒に接触させているので、クリップ
表面に金属製の板バネ等を設ける必要がなく、クリップ表面に印刷等の処理を施すことが
可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について、図面を参照しながら、さらに具体
的に説明する。
　図１は、この発明の実施の形態によるスライド式複合筆記具の縦断面図を示す。図２は
図１の一部拡大縦断面図である。図において、この例ではシャープペンシルの芯９を収容
する芯収容部（芯タンク）８を備えた一方の筆記体２７と、赤、青又は黒の３色のボール
ペンインクを有する３本のレフィール１０を備えた３本の他方の筆記体２８を含む複合筆
記具が図示されている。複合筆記具の各筆記体２７、２８は軸筒１内で摺動自在に設けら
れている。
　ここでは、クリップを取付けるクリップ取付部が設けられるスライド部材を用いるスラ
イド式複合筆記具について説明する。
【００１９】
　まず、本実施の形態に適用されるサイドスライド式複合筆記具の構成について説明する
。
　軸筒１は先部２１の先端に先穴（図示せず）が形成された前軸２２と、この前軸２２の
一部を覆うようにして接続している後軸２３とから構成されている。また、後軸２３の後
部周壁部には細長いガイド窓孔２４、２５が長手方向に沿って形成されている。そして、
後軸２３は、その内壁には後述するガイドストッパ１８が形成され、ガイドストッパ１８
の軸心には緩衝部材１８ａが形成されている。
【００２０】
　さらに、軸筒１内にはシャープペンシルの芯９を収容する芯収容部８と、３種類の異な
った色のインクが充填された細いパイプ形状のレフィール１０とがそれぞれ収納されてい
る。これらの芯収容部８及びレフィール１０の先端にはそれぞれ先金（先端チップ）２、
３が設けられている。
【００２１】
　芯収容部８と先金２との間には芯繰出し機構部６が設けられる。芯繰出し機構部６は芯
９を把持するチャック４及びチャックスプリング５を有している。この芯繰出し機構部６
は継手７を介して芯収容部８の先端部に固定されている。
【００２２】
　芯収容部８の後方には、クリップベース１３（スライド部材）が設けられる。このクリ
ップベース１３には、その後端１３ｅ側に一体に設けられてガイド窓孔２４から外方に突
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出するクリップ取付部２９を介して、クリップ１５が取り付けられる。また、それぞれの
レフィール１０の後端部には操作部材１７が設けられる。そして、クリップベース１３と
、このクリップベース１３を挟んで等間隔に位置する３本の操作部材１７とが設けられ、
クリップ取付部２９はガイド窓孔２４内を、操作部材１７はガイド窓孔２５内を、それぞ
れ移動するようになっている。クリップベース１３及び操作部材１７は、軸筒１内で摺動
自在に設けられている。
【００２３】
　ガイド窓孔２４から突出するクリップ取付部２９に対し、継手１４及びクリップスプリ
ング１６を介してクリップ１５が先端部１５ａを軸筒方向に付勢されながら、揺動可能に
設けられている。
【００２４】
　なお、クリップベース１３及び操作部材１７は、軸筒１内の前進又は後退時にそれぞれ
の前進位置又は後退位置を解除するための解除片１３ａ、１３ｂ、１７ａ、１７ｂを有し
ている。また、ガイド窓孔２４、２５は、クリップベース１３及び操作部材１７の前進時
にクリップベース１３及び操作部材１７の後端を係止する係止片（図示せず）を有してい
る。
【００２５】
　ここで、クリップベース１３のクリップ取付部２９には、クリップ１５をクリップ取付
部２９に支軸を介して揺動可能に軸支する継手１４及びクリップ１５の後端側を軸筒１の
軸方向と直交する方向に付勢するクリップスプリング１６（付勢部材）を設けるための貫
通孔３８及び穴３７が形成されている。
【００２６】
　後述するように、本実施の形態におけるクリップ取付構造は、クリップベース１３の後
端側に設けられ、軸筒１の側壁よりも外方に突出するクリップ取付部２９と、クリップ１
５と、クリップ１５を回動可能に支持する支軸部４１、クリップ取付部２９に取り付けら
れるスライド部材側取付部４２、及び、クリップ１５の軸筒１側の面と当接するクリップ
当接部４３を有する継手１４とを有する。また、継手１４のスライド部材側取付部４２が
取り付けられた位置よりも後端側に保持され、継手１４のクリップ当接部４３がクリップ
１５と接触する位置よりも後端側において、クリップ１５の軸筒１側の面におけるクリッ
プ１５との接触部を軸筒１から離れる方向に付勢する付勢部材１６と、を備えている。以
下、各構成部について説明する。
【００２７】
　図３は、クリップ１５の形状を示す図である。図３（ａ）、図３（ｂ)に示すように、
クリップ１５は、先端部１５ａから後端部１５ｂにかけて表面３１ａおよび裏面３１ｂ（
軸筒１側の面）を有する板状体３１と、板状体３１の中央より後端部１５ｂ側で長手方向
の左右両側に略半円状に設けられる側部３２と、両方の側部３２に形成され、後述する図
５で示す継手１４の支軸部４１の両端部の夫々が挿入されうる直径を有する支軸部保持用
孔３３とを備えている。
【００２８】
　クリップ１５は、板状体３１の表面３１ａに容易に印刷等が可能な、例えば、樹脂等で
形成される。図３（ａ）に示すように、板状体３１の先端部１５ａの幅は、中央から後端
部１５ｂにかけての幅よりも細く形成されている。また、図３（ｂ)に示すように、板状
体３１の先端部１５ａは、軸筒１の外側表面と当接するために軸筒１の外側表面から離隔
する向きの反り部（軸筒１との当接部）３４を有している。逆に、板状体３１の後端部１
５ｂは、外部から力を付与するために軸筒１の外側表面に近接する向きの反り部３５を有
している。
【００２９】
　図４は、クリップベース（スライド部材）１３およびクリップベース１３と一体のクリ
ップ取付部２９の形状を示す図である。図４（ａ）、図４（ｂ）に示すように、クリップ
ベース１３は、上述したように芯収容部８の後端を挿入するための中空部１３ｃが軸方向
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に沿って設けられている。また、クリップベース１３の後端側には、軸筒１の側壁よりも
外方に突出するように、クリップ取付部２９が設けられている。
【００３０】
　クリップ取付部２９は、クリップベース１３の後端１３ｅよりも後方に段部３６を有し
ている。
　クリップ取付部２９が一体に設けられたクリップベース１３における最大高さ（図１の
断面図における軸筒１の軸方向に直交する最大長さ）は、軸筒１の直径よりも小さく、軸
筒１内に収まる高さである。また、クリップ取付部２９単体の長さ（図１での軸筒１の軸
方向）および幅（図１の紙面に対し直交する方向の長さ）は、夫々、ガイド窓孔２４の長
さおよび幅より小さく形成される。
【００３１】
　図４（ａ）に示すように、クリップ取付部２９の上端面２９ａの後方には、コイル形状
のクリップスプリング１６を挿入するための穴３７がクリップベース１３の長手方向と直
交する方向に延びるように設けられる。この穴３７の深さは、クリップスプリング１６が
伸長した状態のときの長さより浅く形成され、クリップスプリング１６がクリップ１５に
より最大限収縮した状態のときの長さとほぼ同じ程度に形成されている。また、この穴３
７の直径は、クリップスプリング１６の外周の直径とほぼ同じであるか、やや大きく形成
される。
【００３２】
　図４（ｂ）に示すように、クリップ取付部２９の側面２９ｂには、クリップスプリング
１６を挿入する穴３７が延びる方向と直交する方向に貫通する貫通孔３８が設けられる。
この貫通孔３８は、後述する図５に示す継手１４のうちの支軸部４１の一部およびクリッ
プ取付部２９に取り付けられる略板状のスライド部材側取付部４２が嵌め込み可能なよう
にスライド部材側取付部４２に対応した形状を有している。
【００３３】
　図５は、継手１４の形状を示す図である。図５（ａ）、図５（ｂ）に示すように、継手
１４は、その中央部において左右両側に突出し、クリップ１５を回動可能に支持する支軸
部４１と、支軸部４１を挟んで一端側に備えられ、クリップ取付部２９に取り付けられる
スライド部材側取付部４２と、他端側に備えられ、クリップ１５の裏面３１ｂと当接する
クリップ当接部４３とが一体に形成されたものである。
【００３４】
　図５（ａ）、図５（ｂ）に示すように、スライド部材側取付部４２は、継手１４が筆記
具の一部を構成した状態で、支軸部４１よりも、軸筒１の軸方向における後端側に延びる
第１の取付部突出部４２ａ、及び継手１４の支軸部４１よりも、軸筒１の軸方向における
先端側に延びる第２の取付部突出部４２ｂを備えている。すなわち、図１に示すように、
クリップ取付部２９は、継手１４が貫通孔３８に嵌め込まれ、筆記具の一部を構成した状
態で、軸筒１の軸方向に延びる略長方形のスライド部材側取付部４２を備え、その後端側
は第１の取付部突出部４２ａとなっており、その先端側は第２の取付部突出部４２ｂとな
っている。
　スライド部材側取付部４２は、クリップ取付部２９の貫通孔３８に嵌め込まれるために
貫通孔３８の形状に対応する板状の各面が平面状に形成されている。
【００３５】
　ここで、クリップ当接部４３は、継手１４が貫通孔３８に嵌め込まれ、筆記具の一部を
構成した状態で、支軸部４１よりも軸筒１の軸方向における後端側に延びる第１の当接部
突出部４３ａ、及び支軸部４１よりも軸筒１の軸方向における先端側に延びる第２の当接
部突出部４３ｂを有して形成されている。
　すなわち、クリップ当接部４３は、クリップ１５が閉じている際に第１の当接部突出部
４３ａのクリップ１５側の面４３ｃがクリップ１５の裏面３１ｂと当接するように平面状
に形成されているが、第１の当接部突出部４３ａの後方の端部（角部）４３ｄは比較的小
さく面取りされた形状であり、丸みを帯びるように形成されている。また、クリップ当接
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部４３の第２の当接部突出部４３ｂの前方の端部（角部）４３ｅは比較的大きく面取りさ
れた形状であり、さらに丸みを帯びるように形成されている。
【００３６】
　前記支軸部４１は、継手１４が貫通孔３８に嵌め込まれ、筆記具の一部を構成した状態
で、第１の当接部突出部４３ａ及び第２の当接部突出部４３ｂの軸筒１の軸方向の長さよ
りも小さい直径の円筒状に形成されている。また、支軸部４１は、図５（ｂ）、図５（ｃ
）に示すように、継手１４が貫通孔３８に嵌め込まれ、筆記具の一部を構成した状態で、
第１の当接部突出部４３ａ及び第２の当接部突出部４３ｂの軸筒１の軸方向と直交する方
向の長さよりも長く、支軸部４１の両端が左右に突出して形成されている。さらに、この
支軸部４１は、円筒状の両端部をクリップ当接部４３側にテーパ面４１ａを設けるように
上方に向かって幅小に形成されている。
【００３７】
　次に、図２および図３に示すように、クリップ１５、継手１４及びクリップスプリング
１６がクリップ取付部２９に装着された状態の構成について説明する。
　クリップ取付部２９は、軸筒１内の後退位置において、クリップベース１３の後端側に
設けられ、ガイド窓孔２４から軸筒１の側壁１ａよりも外方に突出して構成されている。
　ここで、継手１４の支軸部４１とスライド部材側取付部４２とが、クリップ取付部２９
の貫通孔３８に挿入されることにより取り付けられて構成されている。継手１４のクリッ
プ当接部４３は、クリップ１５の裏面３１ｂと当接している。
【００３８】
　前記クリップスプリング１６は、クリップ取付部２９において、継手１４が取り付けら
れた位置よりも後端側に設けた穴３７に保持されている。
　クリップスプリング１６は、継手１４のクリップ当接部４３がクリップ１５と接触する
位置よりも後端側で、クリップ１５の裏面３１ｂにおけるクリップ１５との接触部を軸筒
１から離れる方向に付勢するように構成されている。この状態で、継手１４の支軸部４１
は、クリップ１５の両方の側部３２を回動可能に支持している。すなわち、クリップ１５
の側部３２の支軸部保持用孔３３に継手１４の支軸部４１の両端部の各々が挿入されて取
り付けられている。
【００３９】
　ここで、継手１４のクリップ当接部４３の第１の当接部突出部４３ａ及び第２の当接部
突出部４３ｂは、クリップ１５の先端部分の反り部３４が軸筒１に接触している状態にお
いて、第１の当接部突出部４３ａの角部４３ｄとクリップ１５の裏面３１ｂ（軸筒１側の
面）との間の間隔が、第２の当接部突出部４３ｂの角部４３ｅとクリップ１５の裏面３１
ｂ（軸筒１側の面）との間の間隔よりも狭くなるように構成されている。
【００４０】
　このとき、継手１４は、クリップ取付部２９に対し、継手１４が筆記具の一部を構成し
ている際に、継手１４の支軸部４１が延びる方向から貫通孔３８に取付られる。また、ク
リップスプリング１６は、クリップ取付部２９に対し、継手１４が筆記具の一部を構成し
ている際に、クリップスプリング１６がクリップ１５を付勢する方向と反対方向から穴３
７に取付可能である。
【００４１】
　クリップ１５の開閉動作を説明する。
　図１に示す状態において、常時、クリップスプリング１６は、クリップ１５の裏面３１
ｂを軸筒１から離れる方向に付勢している。よって、クリップ１５が継手１４の支軸部４
１を中心に反時計方向に回転するように付勢されるので、非操作時ではクリップ１５の先
端部１５ａの反り部３４は軸筒１側に付勢されている。
　このクリップスプリング１６の付勢力に反してクリップ１５の後端部１５ｂの表面３１
ａの反り部３５を軸筒１側に押す操作がされると、クリップ１５が継手１４の支軸部４１
を中心に時計方向に回転するので、操作時にクリップ１５の先端部１５ａの反り部３４は
軸筒１から離れる。
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【００４２】
　このクリップ１５の先端部１５ａの反り部３４が軸筒１から離れた状態で、クリップ１
５の先端部１５ａの反り部３４と軸筒１との隙間に被挟持物を入れる。そして、クリップ
１５の後端部１５ｂの反り部３５の表面３１ａから手を離す操作がされると、クリップ１
５が継手１４の支軸部４１を中心に反時計方向に回転するので、クリップ１５の先端部１
５ａの反り部３４は軸筒１側に付勢された、先の非操作時の状態に戻る。このとき、クリ
ップ１５の先端部１５ａの反り部３４と軸筒１との隙間に被挟持物が挟まれている。
【００４３】
　ここで、図５に示した継手１４のクリップ当接部４３は、クリップ１５の先端部１５ａ
の反り部３４が軸筒１側に付勢されている非操作時では、第２の当接部突出部４３ｂの先
端とクリップ１５の裏面３１ｂとの間の間隔が比較的広いので、クリップ１５が継手１４
の支軸部４１を中心に反時計方向に回転する妨げにならず、クリップ１５の先端部１５ａ
の反り部３４が軸筒１に当接される。
【００４４】
　これに対して、クリップ１５の先端部分１５ａの反り部３４を軸筒１から離間させる操
作が行われた操作時には、第１の当接部突出部４３ａの後端とクリップ１５の裏面３１ｂ
との間の間隔が比較的狭いので、継手１４のクリップ当接部４３の第１の当接部突出部４
３ａの後端が、クリップ１の裏面３１ｂに当接して、クリップ１５が継手１４の支軸部４
１を中心に時計方向に回転する妨げになり、クリップ１５の先端部分１５ａの反り部３４
が軸筒１から開き難くなる。
　すなわち、クリップ１５の先端部分１５ａの反り部３４が軸筒１から離間する範囲が制
限される。
【００４５】
　図６は、他の実施の形態を示す図１の一部拡大縦断面図である。図７は、他の実施の形
態を示す継手１４の形状を示す図である。図において、継手１４のクリップ当接部４３の
第１の当接部突出部４３ａ及び第２の当接部突出部４３ｂは、クリップ１５の先端部分の
反り部３４が軸筒１に接触している状態において、第１の当接部突出部４３ａの角部４３
ｈとクリップ１５の裏面３１ｂ（軸筒１側の面）との間の間隔と、第２の当接部突出部４
３ｂの角部４３ｅとクリップ１５の裏面３１ｂ（軸筒１側の面）との間の間隔が存在する
ように構成されている。第１の当接部突出部４３ａの角部４３ｈと第２の当接部突出部４
３ｂの角部４３ｅは比較的大きく面取りされた形状であり、さらに丸みを帯びるように形
成されている。よって、クリップ１５の先端部分１５ａの反り部３４が軸筒１から離間す
る範囲が広くなる。
【００４６】
　以下、継手１４、クリップ１５及びクリップスプリング１６をクリップ取付部２９に装
着するための組み付け工程について説明する。
　まず、クリップベース１３の後端側に設けられたクリップ取付部２９を軸筒１の側壁よ
りも外方に突出させる（ステップ１）。
　具体的には、軸筒１の前軸２２を後軸２３から離し、後軸２３側から軸筒１内にクリッ
プベース１３を挿入し、ガイド窓孔２４からクリップ取付部２９を外方に突出させる。
【００４７】
　そして、継手１４の支軸部４１及びスライド部材側取付部４２をクリップ取付部２９に
取り付ける（ステップ２）。
　具体的には、継手１４が貫通孔３８に嵌め込まれ、筆記具の一部を構成している状態に
おいて、継手１４の支軸部４１が延びる方向にクリップ取付部２９を貫通して貫通孔３８
が設けられている。この貫通孔３８に、継手１４のうちの支軸部４１の一部およびスライ
ド部材側取付部４２が継手１４の支軸部４１の延びる方向から嵌め込まれることで、継手
１４がクリップ取付部２９に取り付けられる。
【００４８】
　次に、クリップスプリング１６を、クリップ取付部２９に取り付ける（ステップ３）。
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　具体的には、クリップ取付部２９の上端側の穴３７に、軸筒１の軸方向と直交する方向
からクリップスプリング１６を挿入する。
　尚、ステップ２と３は逆の手順で行われてもよい。
【００４９】
　そして、クリップ１５を継手１４の支軸部４１に対し回動可能に取り付ける（ステップ
４）。
　具体的には、クリップ１５の２つの側部３２の２つの支軸部保持用孔３３の各々を、継
手１４の支軸部４１の両端部のテーパ面４１ａの先端側から挿入する。図４で示す継手１
４の支軸部４１の両端部のテーパ面４１ａ側から挿入する。
　このとき、継手１４のクリップ当接部４３はクリップ１５の裏面３１ｂと当接する。ま
た、継手１４の支軸部４１はクリップ１５を回動可能に支持する。
【００５０】
　以下、本発明の実施の形態の作用効果を記載する。
　簡単な構成を有する継手１４およびクリップスプリング１６を用いて、クリップ１５を
回動可能にクリップ取付部２９に取り付けたので、製造の簡略化、低コスト化を図ること
ができる。また、継手１４のクリップ当接部４３をクリップ１５の裏面３１ｂに当接させ
、クリップスプリング１６によりクリップ１５の裏面３１ｂにおけるクリップ１５との接
触部を軸筒１から離れる方向に付勢することにより、クリップ１５の先端部分１５ａの反
り部３４を軸筒１に接触させているので、クリップ表面３１ａに金属製の板バネ等を設け
る必要がなく、クリップ表面３１ａに印刷等の処理を施すことが可能となる。
【００５１】
　また、クリップ取付部２９をガイド窓穴２４から軸筒１の側壁よりも外方に突出させた
状態で、継手１４をクリップ取付部２９に取り付けることで、厚さの薄いクリップ取付部
２９を用いても、継手１４の大きさ、厚さ、形状等を工夫することにより、適切なクリッ
プ１５の押圧が可能となる。よって、厚さの薄いクリップ取付部２９が設けられたクリッ
プベース１３を軸筒１内で移動させることにより、容易に、クリップ取付部２９をガイド
窓穴２４から軸筒１の側壁よりも外方に突出させることができる。
【００５２】
　前記継手１４のスライド部材側取付部４２は、継手１４の支軸部４１よりも、軸筒１の
軸方向における先端側および後端側に延出して第２の取付部突出部４２ｂおよび第１の取
付部突出部４２ａを設けているので、クリップ１５を軸筒１の軸方向にスライドさせた場
合に、継手１４がクリップ取付部２９から外れてしまうことを防止できる。
【００５３】
　前記クリップ１５の先端部分１５ａの反り部３４を軸筒１から離間させる操作を行った
際、クリップ当接部４３の第１の当接部突出部４３ａの角部４３ｄが、クリップ１５の裏
面３１ｂに当接することで、クリップ１５の先端部分が軸筒１から離間する範囲が制限さ
れ、クリップ１５が離間しすぎることを防止できる。
【００５４】
　前記クリップ取付部２９に設けられる貫通孔３８は、継手１４の支軸部４１の一部のみ
を嵌合させれば良いので、クリップ取付部２９を薄い厚さで形成することが可能となり、
クリップ取付部２９が設けられたクリップベース１３を軸筒１内で移動させつつ、クリッ
プ取付部２９を軸筒１の側壁よりも外方に突出させることが容易となる。
【００５５】
　前記クリップ取付部２９をガイド窓穴２４から軸筒１の側壁よりも外方に突出させてか
ら、クリップ取付部２９への継手１４およびクリップスプリング１６の取り付け、及び、
クリップ１５の継手１４への取り付けが可能となり、クリップ１５を有する筆記具の製造
が簡略化される。また、クリップ取付部２９が設けられたクリップベース１３に対し別体
として、継手１４、クリップスプリング１６、及び、クリップ１５を製造することが可能
となり、製造コストを軽減することが可能となる。
　図６および図７に示す他の実施の形態では、クリップ１５の先端部１５ａの反り部３４



(11) JP 2010-64417 A 2010.3.25

10

20

30

が軸筒１から離間する範囲が広くなるので、要求に応じてクリップ１５の開き加減を調整
できる。
【００５６】
　本発明は前述した各実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨の範囲内で、各
種の変形実施が可能である。特に、実施形態において、複合筆記具を例に説明したが、軸
筒内に単一の筆記体のみを備えた筆記具であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】この発明の実施の形態によるスライド式複合筆記具の縦断面図である。
【図２】この発明の実施の形態による図１に示すスライド式複合筆記具の一部拡大縦断面
図である。
【図３】この発明の実施の形態によるクリップの形状を示す図であり、図３（ａ）は正面
図、図３（ｂ)は平面図である。
【図４】この発明の実施の形態によるクリップベースの形状を示す図であり図４（ａ）は
正面図、図４（ｂ）は平面図である。
【図５】この発明の実施の形態による継手の形状を示す図であり図５（ａ）は正面図、図
５（ｂ) は平面図であり、図５（ｃ)は側面図である。
【図６】この発明の他の実施の形態による図１に示すスライド式複合筆記具の一部拡大縦
断面図である。
【図７】この発明の他の実施の形態による継手の形状を示す図である。
【符号の説明】
【００５８】
　１…軸筒、８…芯収容部、１０…レフィール、１３…クリップベース（スライド部材）
、１４…継手、１５…クリップ、１６…クリップスプリング、１７…操作部材、２４、２
５…ガイド窓孔、２７…一方の筆記体、２８…他方の筆記体、２９…クリップ取付部、３
１ｂ…裏面（クリップの軸筒側の面）、３２…側部、３３……支軸部保持用孔、３４…反
り部（クリップの先端部分）、３５…反り部（クリップの後端部分）、３７…穴、３８…
貫通孔、４１…支軸部、４２…スライド部材側取付部、４２ａ…第１の取付部突出部、４
２ｂ…第２の取付部突出部、４３…クリップ当接部、４３ａ…第１の当接部突出部、４３
ｂ…第２の当接部突出部、
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